
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
を
指
定
す
る
件

五
六
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

五
六
三

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件
二
件

五
六
三

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
件

五
六
四

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

五
六
四

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

五
六
四

公

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件
二
件

五
六
五

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

五
六
七

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
し
た
件

五
六
八

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
件

五
六
八

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
漁
業
法
に
よ
り
指
示
す
る
件

五
六
九

告

示

福
島
県
告
示
第
八
百
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
区
域

田
村
郡
三
春
町
字
天
王
前
三
番
の
一
部
で
次
の
図
に
示
す
区
域

二

指
定
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
種
類

１

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
シ
ア
ン
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化

ひ

合
物

２

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
水
・
大
気
環
境
課

及
び
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
片
草

地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
を
行
う
た
め
の
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
後
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
（
二
十
一
日
間
）

令
和
五
年
一
月
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

駒
形
第
三
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

───────────────────────────────────────────────────────────
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令
和
四
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
（
二
十
一
日
間
）

令
和
五
年
一
月
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

喜
多
方
市
役
所
及
び
湯
川
村
役
場

（
農
村
基
盤
整
備
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

田
部
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
（
二
十
一
日
間
）

令
和
五
年
一
月
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
会
津
町
役
場
本
庁
舎

（
農
村
基
盤
整
備
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
小
高
区
角
部
内
字
入
羽
和
形
一
五
二
の
三
、
一
五
二
の
四
、
小
高
区
浦
尻
字
町
一
一
四

の
二
〇
、
一
一
四
の
二
一
、
字
北
川
原
一
九
四
か
ら
一
九
七
ま
で
、
字
広
町
八
六
、
八
七
の
一
、
八

八
の
一
、
八
九
、
一
三
八
、
一
三
九
、
一
四
〇
の
一
、
一
四
〇
の
二
、
一
四
一
、
一
四
二
の
一
、
一

四
二
の
二
、
一
四
三
の
一
か
ら
一
四
三
の
三
ま
で
、
一
四
四
か
ら
一
五
二
ま
で
、
一
五
三
の
一
、
一

五
四
か
ら
一
五
七
ま
で
、
字
北
向
一
〇
三
、
一
〇
四
、
一
〇
五
の
一
、
一
〇
五
の
二
、
一
〇
六
、
一

〇
七
、
字
前
原
一
一
九
、
一
二
一
、
一
二
二
、
小
高
区
井
田
川
字
南
新
田
七
二
八
の
二
、
七
二
九
の

二
、
七
三
〇
の
二
、
七
三
一
の
二
、
七
三
二
の
二
、
七
三
三
の
三
、
七
三
四
の
一
、
七
三
五
か
ら
七

三
八
ま
で
、
七
三
九
の
二
、
七
四
〇
の
二
、
七
四
一
の
二
、
七
四
二
の
二
、
七
八
〇
か
ら
七
八
六
ま

で
、
七
八
七
の
一
、
七
八
八
の
一
、
七
八
九
の
一
、
七
九
〇
の
一
、
七
九
一
、
七
九
二
の
一
か
ら
七

九
二
の
三
ま
で
、
七
九
三
の
一
か
ら
七
九
三
の
三
ま
で
、
七
九
四
の
一
か
ら
七
九
四
の
六
ま
で
、
七

九
五
の
一
か
ら
七
九
五
の
三
ま
で
、
七
九
六
の
一
か
ら
七
九
六
の
三
ま
で
、
七
九
七
の
一
か
ら
七
九

七
の
三
ま
で
、
八
〇
四
の
一
、
八
〇
四
の
五
、
八
〇
四
の
六
、
八
〇
五
の
一
か
ら
八
〇
五
の
三
ま
で
、

八
〇
六
、
八
〇
七
、
八
〇
八
の
一
、
八
〇
八
の
二
、
八
〇
九
、
八
一
〇
、
八
一
一
の
一
、
八
一
二
の

六
か
ら
八
一
二
の
八
ま
で
、
八
一
三
、
八
一
四
、
八
一
五
の
一
、
八
一
九
の
一
、
八
八
〇
の
一
、
八

八
一
の
一
、
八
八
二
の
一
、
八
九
〇
の
一
、
八
九
〇
の
二
、
八
九
一
、
八
九
二
、
八
九
八
、
八
九
九
、

九
二
一
か
ら
九
二
六
ま
で
、
九
二
八
か
ら
九
三
〇
ま
で

二

指
定
の
目
的

潮
害
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

耶
麻
郡
北
塩
原
村
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

北
塩
原
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

い
わ
き
市
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二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
五
・
百
三
十
一
号

搔
槌
小
路
幕
ノ
内
線

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
変
更
後
）
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公

告

公 告 第 ２ ８ ９ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 （ 県 中 浄

化 セ ン タ ー ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共
団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下
「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 流 域 下 水 道 事 業 の 会 計 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ２
年 福 島 県 規 則 第 37号 ） 第 225条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ４ 年 12月 20日
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 福 地 敏 弘

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 （ 県 中 浄 化 セ ン タ ー ） 7 , 1 0 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 郡 山 市 日 和 田 町 字 山 ノ 井 ５ 番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
令 和 ４ 年 10月 17日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
日 本 環 境 株 式 会 社 東 京 都 港 区 芝 三 丁 目 15番 15号 櫻 井 ビ ル ８ 階

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
5 , 2 8 0円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）

公 告 第 ２ ９ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ 県 中 浄 化 セ

ン タ ー ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体
の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特
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例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 流 域 下 水 道 事 業 の 会 計 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ２ 年 福
島 県 規 則 第 37号 ） 第 225条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ４ 年 12月 20日
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 福 地 敏 弘

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量
脱 水 汚 泥 処 分 業 務 （ 県 中 浄 化 セ ン タ ー ） 10 , 9 5 0ｔ

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 福 島 県 郡 山 市 日 和 田 町 字 山 ノ 井 ５ 番 地

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日
令 和 ４ 年 10月 17日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
日 本 環 境 株 式 会 社 東 京 都 港 区 芝 三 丁 目 15番 15号 櫻 井 ビ ル ８ 階

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
16 , 5 0 0円 （ １ ｔ 当 た り ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 総 務 課 ）

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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公 告 第 ９ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 会 津 学 鳳 高 等 学 校 情 報

教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方
公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 37 2号 。
以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ）
第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ４ 年 12月 20日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 大 沼 博 文

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 立 会 津 学 鳳 高 等 学 校 情 報 教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 一 式 （ 搬 入 、 据 付 け 、

組 立 て 、 調 整 、 機 器 保 守 、 撤 去 等 を 含 む 。 ）
２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地

福 島 県 立 会 津 学 鳳 高 等 学 校 福 島 県 会 津 若 松 市 一 箕 町 大 字 八 幡 字 八 幡 １ 番 地 の １
３ 落 札 者 を 決 定 し た 日

令 和 ４ 年 11月 25日
４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所

株 式 会 社 エ フ コ ム 福 島 県 郡 山 市 堤 下 町 13番 ８ 号
５ 落 札 金 額

4 3 , 3 6 9 , 9 2 0円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

一 般 競 争 入 札
７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日

令 和 ４ 年 10月 14日
（ 財 務 課 施 設 財 産 室 ）

福
島
県
公
安
委
員
会

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ８ ０ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 。
令 和 ４ 年 12月 20日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
１ 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運
転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 会 津 総 合 開 発 株 式 会 社
住 所 福 島 県 喜 多 方 市 字 西 四 ツ 谷 189番 地
代 表 者 の 氏 名 荒 川 輪 吉
施 設 の 名 称 会 津 平 和 自 動 車 学 校
施 設 の 所 在 地 福 島 県 河 沼 郡 会 津 坂 下 町 大 字 福 原 字 長 泥 ８ 番 地

２ 認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 課 程 の 区 分 及 び 名 称
運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 ）

第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 課 程 運 転 免 許 取 得 者 等 教 育 （ 高 齢 者 講 習 同 等 ）
３ 認 定 年 月 日

令 和 ４ 年 12月 ７ 日
（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ８ １ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 運 転 免 許

取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 。
令 和 ４ 年 12月 20日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 森 岡 幸 江
１ 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 を し た 者 の 名 称 及 び 住 所 並 び に 代 表 者 の 氏 名 並 び に 運
転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 業 務 を 行 う 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
名 称 会 津 総 合 開 発 株 式 会 社
住 所 福 島 県 喜 多 方 市 字 西 四 ツ 谷 189番 地
代 表 者 の 氏 名 荒 川 輪 吉
施 設 の 名 称 会 津 平 和 自 動 車 学 校
施 設 の 所 在 地 福 島 県 河 沼 郡 会 津 坂 下 町 大 字 福 原 字 長 泥 ８ 番 地

２ 認 定 を し た 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 方 法 の 区 分 及 び 名 称
⑴ 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ４ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ８ 号 。
以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 認 知
機 能 検 査 同 等 ）

⑵ 規 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 方 法 運 転 免 許 取 得 者 等 検 査 （ 運 転 技 能 検 査 同 等 ）
３ 認 定 年 月 日

令 和 ４ 年 12月 ７ 日
（ 運 転 免 許 課 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ひ
ら
め

の
保
護
増
殖
を
図
る
た
め
、
ひ
ら
め
の
採
捕
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

今

野

智

光

一

指
示
の
内
容

１

福
島
県
海
面
に
お
い
て
、
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ひ
ら
め
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
機
関
等
が
試
験
研
究
の
た
め
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は
加
工
を
業
と
す
る
者
は
、
１
の
規
定
に
違

反
し
て
採
捕
さ
れ
た
ひ
ら
め
又
は
そ
の
製
品
を
所
持
し
、
販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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